
 

101 

第10章 

②景観形成基準 

横山重点地区の景観特性を踏まえ、以下の景観形成基準に基づき、良好な景観形成を図ります。

なお、景観形成基準については、「岩国市街なみ景観条例（自主条例）」のルールを継承・発展

させます。項目ごとの詳細な考え方や解説については、別途ガイドラインで示すこととします。 

項目 景観形成基準 

区分 歴史散歩地区 うるおい住宅地区 山林河川地区 

基本事項 
・岩国城下町の文化的景観を継承することを目的に、和風の佇

まいを基本とする。 

・自然景観を保

全すること。 

建
築
物
・
工
作
物 

配置 

・武家屋敷地に由来する門・塀に囲まれた構えを基本に、道路

に面して門・塀等が連なる配置とし、周囲のまちなみとの調

和を図ること。ただし、錦川沿い（横山１丁目・横山２丁目）

では、道路に面して1階軒等が連なる配置を基本とし、錦川

沿いの連続する通り景観との調和を図ること。 

・公共施設等の

建設又は建替

えにあって

は、周辺の自

然景観に溶け

込んだ形態意

匠及び色彩と

すること。 

建築物の 
形態意匠 

及び色彩 

屋
根 

・入母屋、切妻、寄棟屋根と

すること。ただし、錦川沿

いでは、平入屋根等、錦川

側に向けて傾斜する屋根と

すること。 

・入母屋、切妻、寄棟等傾斜

屋根とすること。ただし、

錦川沿い（横山１丁目・横

山２丁目）では、平入屋根

等、錦川側に向けて傾斜す

る屋根とすること。 

・勾配は、10分の3.5から10分の5.5までとすること。 

・屋根材は、和形いぶし日本

瓦等とし、色は黒色、濃い

灰色（いぶし銀）とするこ

と。 

・屋根材は、和形いぶし日本

瓦又はカラーベスト等と

し、色は黒色、濃い灰色（い

ぶし銀）、濃い緑色、濃い茶

色とすること。ただし、錦

川沿い（横山１丁目・横山

２丁目）の建築物について

は、歴史散歩地区の基準と

し、軒の高さを揃えること。 

外
壁 

・外壁は、土壁、しっくい壁、砂壁状吹き付け、板張り等とす

ること。 

・色は、白色、灰色又は薄い茶色、板張りは、素材色又は焼杉

板張りの黒色とすること。 

開
口
部 

・出入り口は、格子付き等の和風引き戸、窓は、引き違い窓等

を標準とする。 

 

・出入り口は、黒色、茶色と

すること。 

・面格子及び窓の桟の色は、

黒色、灰色、茶色とするこ

と。 

・出入り口は、黒色、茶色を

標準とする。 

・面格子及び窓の桟の色は、

黒色、灰色、茶色、白色と

すること。ただし、錦川沿

い（横山 1 丁目・横山２丁

目）の建築物については、

黒色、灰色、茶色とするこ

と。 

建築物の高さ 

・周囲から突出しない高さとし、錦川沿い（横山１丁目・横山

２丁目）の建築物は２階までとすること。他の地区について

は、原則として２階までとすること。 

ベランダ・カ

ーポート等 

・周辺の景観に配慮した形態、意匠とし、柱、手摺、屋根の色

は、黒色、茶色とすること。 
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届出手続きと行為の制限

 

 

項目 景観形成基準 

区分 歴史散歩地区 うるおい住宅地区 山林河川地区 

建
築
物
・
工
作
物 

塀等(建築物に

付属するものを

含む) 

・白壁、白壁風のもの又は小

壁付きの和風板壁とし、和

形いぶし日本瓦等の屋根付

きを標準とする。 

・白壁、白壁風のもの又は小

壁付きの和風板壁とし、和

形いぶし日本瓦等の屋根付

き又は生け垣等とするこ

と。 

・公共施設等の

建設又は建替

えにあって

は、周辺の自

然景観に溶け

込んだ形態意

匠及び色彩と

すること。 

・基礎は、石積みその他和風の風合いに配慮したものとするこ

と。 

・塀等は、武家屋敷地に由来する構えを基本に、道路に面して

連なる配置とする。間口が狭い等やむを得ず塀等を設置でき

ない場合には、通りに面して塀が連なる景観と調和するよう

囲まれた構えとなるよう配慮する。 

門等(建築物に

付属するものを

含む) 

・棟門等の和風の門構えを標

準とする。 

・周辺の景観と不調和となら

ないように、和風の佇まい

に配慮したものとするこ

と。 

・門等は通りに面して設置することを基本とし、塀等による囲

いと合わせ、武家屋敷地に由来する構えと調和した配置とな

るよう配慮する。 

室外機、自動販

売機、建築設備

機器等 

・室外機等は、道路から見えない場所に設置するか、視線を和

らげるため周囲と同系色とする。又は木製格子等の目隠しを

施すものとすること。 

・自動販売機等（歴史散歩地区）については、周辺のまちなみ

に配慮し、茶系色とすること。 

・日よけテント、オーニング等は、周辺のまちなみに配慮した

形態、意匠、色彩とすること。 

・太陽光パネル、太陽熱温水器は、黒系色で屋根瓦と違和感の

ないものとすること。ただし、錦川沿い（横山１丁目・２丁

目）の建築物の川に面した部分には設置しないこと。 

看板等 

・自立式看板を設置する場合は、周辺の景観に配慮した高さ、

形態、意匠とすること。 

・壁面看板を設置する場合は、建築物本体との調和に配慮した

設置箇所、形態、意匠とし、小規模なものとすること。 

・屋上及び屋根面には設置しないこと。 

・のぼり旗や立看板等の掲示物については、周囲のまちなみに

配慮したものとすること。 

・電飾看板は、使用しないこと。 

舗装等 
・周辺の景観と不調和とならないように、和風の佇まいに配慮

したものとすること。 

 

擁壁 

・既存の石積みがある場合には、保全・活用することにより文

化的景観の継承を図ること。 

・擁壁は、石積み又は緑化擁壁を標準とし、コンクリートやブ

ロックによる場合は、和風の風合いに配慮したものとするこ

と。 

鉄塔・電柱・街

路灯柱・カーブ

ミラー柱等 

・鉄塔等は、周辺の景観に配慮した設置箇所、形態、意匠とし、城山に設置する場

合は、山並みの稜線を乱さないものとすること。 

・電柱、街路灯柱、カーブミラー柱等は、茶系色とし、目立たないものとすること。 
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項目 景観形成基準 

区分 歴史散歩地区 うるおい住宅地区 山林河川地区 

開発行為 

・開発後の状態が周辺の景観と不調和とならないこと。また、

城下町由来の町割の継承を阻害しない形状とすること。 

・造成等での擁壁及び法面は、必要 小限にとどめること。な

お、法面は、緑化に努め周辺の景観と調和を図るとともに、

周囲に石積み等が残る場合には既存の石積み等と調和した

擁壁となるよう配慮すること。 

・斜面における土地の形状を変更する場合は、現状の形状を生

かすよう配慮するとともに、植栽等により周辺の景観との調

和を図ること。 

・樹木の伐採は、必要 小限にとどめること。 

・住宅宅地開発の場合、建築物の敷地面積の 低限度は150㎡

とする。ただし、延長敷地及び法面を除いた有効宅地を対象

とする。 

・河川管理及び

森林管理上必

要な場合を除

き、基本的に

行 わ ないこ

と。 

そ
の
他 

土地の開墾、土

石の採取、鉱物

の掘採その他の

土地の形質の変

更 

・行為後の状態が周辺の景観と不調和とならないこと。 

・1.5mを超える法面を生じないよう配慮し、法面は、緑化等に

より周辺の景観との調和を図ること。 

・行為後は、地域に生育する樹木による緑化等により景観の復

元を図ること。 

木竹の植栽又は

伐採 

・植栽は、地域に生育する樹木を中心とした植樹により周辺の

景観との調和を図ること。 

・伐採後は、地域に生育する樹木による緑化等により景観の復

元を図ること。 

屋外における土

石、廃棄物、再

生資源その他の

物件の堆積 

・堆積等の面積は、必要 小限にとどめ、高さを極力低くする

とともに、整然とした堆積とすること。 

・道路や公共の場から容易に望見できない位置とするか、周囲

から見えにくいよう遮へい又は生け垣等植を施し、周辺の景

観に配慮すること。 

・届出について、市長は、届出に係わる行為が上記の景観形成基準に適合していないと認める場合、設計

の変更その他必要な措置をとることを勧告することがあります。 

 


